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「社会生活基本調査規則の一部を改正する省令案」に対する意見 

 

１．意見提出状況 

  提出件数 ２件 

 

２．意見の概要及び意見に対する考え方 

 意見の概要 意見に対する考え方 

１ 10 歳以上の世帯員に関する事項として「配偶の関係」が

掲げられているが、民法第 731 条は「男は、18 歳に、女は、

16 歳にならなければ、婚姻をすることができない。」と定

めており、我が国の法制度上は、10 歳の世帯員が配偶者を

持っていることはあり得ない。 
したがって、「配偶の関係」は、15 歳以上の世帯員に関

する事項に移すべき。 
 

 

 

 

 

 

「配偶の関係」は、昭和 51 年の調査開始以来調査している項

目であり、調査票では、「未婚」、「配偶者あり」、「死別・離別」

として把握しています。 

「配偶の関係」は個人の基本的な属性であり、ここでは、届

出の有無にかかわらず、報告することとなっています。 

10 歳から 14 歳までの世帯員に関しては、調査票を記入する際

の説明書などにおいて、記入に戸惑うことがないよう配慮する

こととしており、原案どおり、10 歳以上の世帯員全てについて、

「配偶の関係」の設問に回答していただくこととしたいと考え

ます。 
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 意見の概要 意見に対する考え方 

２ 調査の方法に調査員による質問が加わることについて、自

分の答えが調査員に誤解・曲解されて提出されていないか確

かめられるよう、調査員を通じて提出された後の自分の調査

票の内容を知るにはどのような方法があるのか（情報公開制

度を使うべきかどうかなど）を広く知らせてほしい。それに

よって、インターネットが使えなくても、自分の答えがあり

のままに提出されていると安心して回答できるようにして

ほしい。 
昨年の国勢調査でも、政府のポスターや報道を通じての政

府の説明と、実際に自宅に調査票が配られた方法・状況はか

なり違っていて、調査員が行っていることの実態に不信感が

あるので、単純に調査の方法に調査員による質問が加わるだ

けでは、自分が答えたつもりのないことまで勝手に解釈して

回答に書かれるのではないかと心配だし、また、意図的でな

くても、調査員が自分の答えを誤解して書いて提出していな

いか心配である。 
 

調査員が質問する事項は、「世帯の種類」（単身赴任世帯か否

か）、「10 歳未満の世帯員数」、「10 歳以上の世帯員数」の３点に

限定しております。これら３点の項目は、調査を正確に行うた

め、調査票の回収の際に調査員が世帯主に質問して記入します

ので、世帯主がその場で記入内容を確認することが可能です。 

それ以外の事項については、調査票の記入に不備があった場

合、審査の段階で世帯に確認し、修正することはありますが、

調査員が勝手に調査票の内容を変更することはありませんの

で、安心して御回答いただきますようお願いいたします。 

また、調査方法については、都道府県を通じ、調査員への指

導の徹底を図りたいと思います。 

 


